
横浜市ホームレス自立支援施設運営要綱 

 

制  定 平成 6 年 8 月 31 日 

最近改正 平成 18 年 7 月 1 日 

  （趣旨） 

第１条 この要綱は、市内の都市公園、河川、道路、駅舎その他の施設を故なく起居の場

所とし、日常生活を営んでいる者（以下「ホームレス」という。）等に対し、一時的な宿

泊場所を提供するとともに、生活支援等を行い、その自立を支援するため、横浜市ホーム

レス自立支援施設条例（平成 15 年２月 15 日条例第１号。以下「条例」という。）及び横

浜市ホームレス自立支援施設条例施行規則（平成 15 年５月 30 日規則第 70 号。以下「規

則」という。）に基づき実施する横浜市ホームレス自立支援施設はまかぜ（以下「自立支

援施設」という。）の運営について、必要な事項を定める。 

（職員） 

第２条 条例第３条第４項の規定に基づき、市長に指定された自立支援施設の指定管理者

は、その管理のために、次の職員を置かなければならない。 

(1) 施設長 

(2) 事務員 

(3)  生活支援員（以下「支援員」という。） 

(4)  看護師 

(5) 職業相談員（公共職業安定所より派遣） 

(6) その他自立支援施設の管理のために必要な職員 

（支援対象者の決定） 

第３条 自立支援施設の利用を希望するもの（以下「利用希望者」という。）は、あらか

じめ、支援対象認定申込書（第１号様式）を福祉保健センター長（以下「センター長」と

いう。）に提出し、自立支援施設における支援の対象者（以下「支援対象者」という。）

として認められなければならない。 

２ センター長は、前項の規定に基づき利用希望者から支援対象認定申込書の提出を受け

た場合、別に定める自立支援施設における規則の遵守について確認を取った上で、速やか

に認定審査を行い、その結果を利用希望者に通知しなければならない。 

３ 前項の通知は、支援対象認定結果通知書（第２号様式）をもって行うものとする。 

４ センター長は、次の各号に該当する場合は、支援対象者として認めないことができる。 

 (1) 医療機関で緊急対応することが必要であると考えられる場合。 

(2) 自立支援施設における集団生活の秩序を乱すおそれが強いと考えられる場合。 

 (3) 利用の目的が自立支援施設の設置目的に合致していないと考えられる場合。 

 (4) その他、自立支援施設の管理上著しい支障があると考えられる場合。 

 

 



５ 第１項の規定にかかわらず、利用希望者は夜間街頭相談等の場合においては、口頭で

支援対象者としての認定審査を申込み、支援対象認定申込書は後日提出することができ

る。 

６ 第３項の規定にかかわらず、センター長は夜間街頭相談等の場合においては、口頭で

支援対象者であるかどうかの認定結果を通知し、支援対象認定結果通知書は後日発行する

ことができる。 

７ センター長は、第２項の規定に基づき、支援対象者として認めた場合、速やかに指定

管理者に対して入所依頼書（第３号様式）を提出し、支援対象者であることを通知し、自

立支援施設への入所を指定管理者に依頼しなければならない。 

８ センター長は、第２項の審査に際して、必要に応じて指定管理者に意見を求めること

ができる。 

（利用許可の決定） 

第４条 前条の規定により、自立支援施設の支援対象者として認められたもので、条例第

５条の規定により自立支援施設の利用の許可を受けようとするものは、利用許可申請書

（第４号様式）を指定管理者に提出しなければならない。 

２ 前項の規定に基づき、利用許可申請書の提出を受けた指定管理者は、前条第７項に規

定する入所依頼書を確認したうえで、速やかに利用の許可、不許可について決定しなけれ

ばならない。 

３ 指定管理者は、利用の許可、不許可の決定に際して、必要に応じてセンター長に意見

を求めることができる。 

（利用期間の決定） 

第５条 指定管理者は、規則第４条に規定する期間満了日が休庁日にあたる場合について

は、その日以降の最初に来る開庁日まで、利用期間を延長して利用を許可することができ

るものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、年末年始時期の退所予定日の調整については、健康福祉局

長と協議を行うものとする。 

 （利用許可通知） 

第６条 指定管理者は、条例第５条第１項及び第２項の規定に基づき自立支援施設の利用

の許可を決定した場合には、利用許可通知書（第５号様式）を利用申請者に発行しなけれ

ばならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、夜間の街頭相談等の場合においては、口頭で利用の許可を

することを通知し、利用許可通知書は後日に発行することができるものとする。 

（利用不許可通知） 

第７条 指定管理者は、条例第５条第３項の規定に基づき自立支援施設の利用を許可しな

い場合には、利用不許可通知書（第６号様式）を発行しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、夜間の街頭相談等の場合においては、口頭で利用の許可を

しないことを通知し、利用不許可通知書は後日に発行することができるものとする。 



（利用許可の取り消し等） 

第８条 指定管理者は、自立支援施設の利用の許可を受けた者（以下「利用者」という。）

が、条例第６条第１項各号の規定に該当した場合には、利用の許可を取り消し、利用を制

限し、若しくは退所を命じ、利用許可取消・変更通知書（第７号様式）を利用者に発行し

なければならない。 

   ただし､利用者が利用期間内に入院､入所､自立等の理由により退所した場合には､退

所日以降の利用許可を取り消したものとみなすことができるものとする。 

２ 指定管理者は、利用者が条例第６条第１項各号に該当した場合には、速やかにセンタ

ー長にその状況を報告しなければならない。 

（利用期間の延長） 

第９条 指定管理者は、その利用者の審査を行ったセンター長に対して、規則第４条に基

づく利用期間の延長が必要と思われる利用者がいる場合には、利用者の退所予定日の７日

前までに、利用者の利用中の状況、支援の内容及び就労状況等を報告しなければならない。 

２ 指定管理者は、利用者の利用期間について延長を行おうとする場合には、ケースカン

ファレンスにおいてセンター長に意見を求め、同意を得なければならない。 

３ 指定管理者は、前項に基づく利用期間の延長の決定後、速やかに利用許可通知書を発

行し、利用者に通知するものとする。 

（健康診断等） 

第 10 条 指定管理者は、利用者に対して、入所後速やかに健康診断を受けさせなければな

らない。 

２ 前項の規定にかかわらず、利用者が入所直前に健康診断を受けている場合等は、健康

診断の全部又は一部を省略することができる。 

３ 健康診断を実施した結果、療養等が必要と認められた者に対しては、療養の支援等、

適切な支援を行わなければならない。 

 （支援の方針） 

第 11 条 指定管理者は、利用者に対し、健康診断の結果を踏まえた上で支援の方針を決定

し、速やかにセンター長に報告するとともに、支援の実施に際しては、センター長の属す

る福祉保健センター（以下「センター」という。）と連携して行うものとする。 

（生活用品等の支給） 

第 12 条 自立支援施設における生活用品等の支給は、必要最小限のものをすべて現物で支

給又は貸与するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、前条に規定する支援の方針に基づき、断酒活動等の支援を

行うこととなった者に対しては、必要な交通費等について支給又は貸付けることができる

ものとする。 

 （生活保護の取り扱い） 

第 13 条 自立支援施設利用中に要保護状態となった者に対する生活保護の適用など、他制

度に係る手続きは、センター長が行うものとする。 



２ 利用期間中における生活保護の適用は、医療扶助、一時扶助等とする。 

（職業相談及び職業紹介） 

第 14 条 第 11 条に規定する支援の方針に基づき、就労支援を行うこととなった者に対し

ては、職業相談員が職業相談を行い、職業紹介等を行うものとする。 

２ 前項の規定に基づき職業紹介等を行った結果、または神奈川県ホームレス就業支援協

議会の行う、ホームレス就業支援事業による支援を受けた結果、就職支度金品や、賃貸住

宅契約のための経費等の需要が生じた場合には、指定管理者は、センター長と協議した上

で、別に定める必要な金品を支給又は貸付けることができるものとする。 

 （施設内作業） 

第 15 条 指定管理者は、必要と認めた施設内の作業を、利用者のうち希望する者に行わせ

ることができるものとする。 

２ 指定管理者は、前項に規定する作業を実施した場合には、謝金を支払うことができる

ものとする。 

 （ケースカンファレンス） 

第 16 条 指定管理者は、支援が困難な事例や支援を行う上で問題等がある場合には、必要

に応じてケースカンファレンスを開催することができる。 

２ ケースカンファレンスには、センター等の関係機関に参加を求めることができる。 

 （利用者記録の整備） 

第 17 条 指定管理者は、利用者に関する支援の経過を記録し、整備しておかなければなら

ない。 

 （利用状況等の報告） 

第 18 条 指定管理者は、利用者が退所する際には、利用中の状況、支援の内容、就労状況

等について、センター長に報告しなければならない。 

 （事業報告） 

第 19 条 指定管理者は、自立支援施設の運営状況を記録した事業実績報告を月毎に取りま

とめ、翌月 15 日までに健康福祉局長に報告しなければならない。 

（料金の不徴収） 

第 20 条 自立支援施設の利用については、利用者からは利用料金を徴収しないこととする。 

      附 則 

１ この要綱は、平成６年１１月７日より施行する。 

      附 則 

１ この要綱は、平成９年４月１日より施行する。 

      附 則 

１ この要綱は、平成１１年４月１日より施行する。 

      附 則 

１ この要綱は、平成１２年５月１日より施行する。 

   



    附 則 

１ この要綱は、平成１２年８月１日より施行する。 

    （経過措置） 

２ この要綱の施行に際して、この要綱施行前の緊急一時宿泊所運営事業実施要綱の規定 

により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。 

      附 則 

１ この要綱は、平成１３年４月１日より施行する。 

附 則 

１ この要綱は、平成１４年１月１日より施行する。 

     （経過措置） 

２ この要綱の施行に際して、この要綱施行前の屋外生活者自立支援事業実施要綱の規定 

により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。 

   附 則 
１ この要綱は、平成１５年６月１日から施行する。 
  （経過措置） 
２ この要綱の施行に際して、この要綱施行前の屋外生活者自立支援事業実施要綱の規定

により作成されている様式書類等はなお当分の間、適宜修正の上使用することができる。 
   附 則 
１ この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則 
１ この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 
   附 則 
１ この要綱は、平成１８年７月１日から施行する。 
  （経過措置） 
２ この要綱の施行に際して、この要綱施行前の横浜市ホームレス自立支援施設運営要綱

の規定により作成されている様式書類はなお当分の間、適宜修正の上使用することができ

る。 



第３条第２項に規定する自立支援施設における規則 
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第１４条第２項に規定する支給又は貸付することができる金品 

 

１ 日雇就労に就くための必要経費  

（１）白手帳作成のための必要経費 

（２）現場までの交通費 

（３）安全靴または長靴 

（４）作業着 

（５）その他必要と認められた金銭及び物品 

 

２  求職活動を行うための必要経費 

（１）履歴書作成のための必要経費  

（２）散髪または調髪費用 

（３）被服 

（４）面接先までの交通費 

（５）その他必要と認められた金銭及び物品 

 

３ 就職支度金品 

（１）通勤交通費 

（２）被服 

（３）その他必要と認められた金銭及び物品 

 

４ 賃貸住宅契約のための必要経費 

（１）住宅の賃貸借契約のための、敷金を除いた必要経費 

 

 



第１号様式（第３条第１項） 
 

支 援 対 象 認 定 申 込 書 
 

年   月   日 
（申込先） 
横浜市     福祉保健センター長 

 
申込者氏名               

 
横浜市ホームレス自立支援施設はまかぜでの支援を受けたいので、次のとおり認定審査を申し込みます。 
 

氏 名  

生 年 月 日         年    月    日（     歳） 申
込
者 

緊急連絡先 
氏名             電話番号 
住所 

申込目的（なるべく詳しく書いてください。） 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



第２号様式（第３条第３項） 

支 援 対 象 認 定 結 果 通 知 書 
 

第       号 
年   月   日 

 
様 
 

横浜市     福祉保健センター長 
 
あなたから申込みを受けた支援対象認定審査の結果について、以下のとおり通知します。 

 

 □ 支援対象者として認定します。 

利用期間     年    月    日から    年    月    日まで 

利用条件等  

 □ 支援対象者として認定しません。 

認めない 
根  拠 

 横浜市ホームレス自立支援施設運営要綱第３条第４項 

認めない 
理  由 

 

 
 
 
 
 
※ この様式は複写式であり、１枚目（事務処理欄のないもの）を申込者に発行します。 
 
 
 
 
 
 



第２号様式（第３条第３項） 

支 援 対 象 認 定 結 果 通 知 書 
 

第       号 
年   月   日 

 
様 
 

横浜市     福祉保健センター長 
 
あなたから申込みを受けた支援対象認定審査の結果について、以下のとおり通知します。 

 

 □ 支援対象者として認定します。 

利用期間     年    月    日から    年    月    日まで 

利用条件等  

 □ 支援対象者として認定しません。 

認めない 
根  拠 

 横浜市ホームレス自立支援施設運営要綱第３条第４項 

認めない 
理  由 

 

 
 
 
 
 
 
※ この様式は複写式であり、１枚目（事務処理欄のないもの）を申込者に発行します。 

課 長 係 長 担 当 者 
決
裁
欄 

   

（福祉保健センター控）  



第３号様式（第３条第５項） 
年  月  日 

ホ ー ム レ ス 自 立 支 援 施 設 

入 所 依 頼 書 
 

横浜市ホームレス自立支援施設 指定管理者 

横浜市     福祉保健センター長 

 

 当センターでの審査の結果、次のものを支援対象者として認定しましたので、ホームレ

ス自立支援施設運営要綱第３条第７項に基づき、自立支援施設への入所を依頼します。 

ふ り が な 

対象者氏名 
（男・女）

生年月日
年   月  日 

（   歳）

利用年月日 年  月  日 担 当  

退所予定日 年  月  日 入所歴          回 

前回退所年月日   年   月   日 
相談場所(街頭相談等の場合に記入。) 

 

 

 

前回退所理由(就労退所・満期退所等) 

 

相談内容・現在の生活の状況等 

 

 

 

健康状態・留意すべき病歴 

 

 

ホームレス状態の期間（ 3 日以内 7 日以内 1 か月以内 6 か月以内 7 か月以上 ） 

 

最終就労歴（期間・退職日・職種等） 

 

 

本人の希望、目標等 

 

 

福祉保健センターの処遇方針 

 

 

備考（保護歴、結核検診等） 

・保護歴   年   月～   年   月 

・結核検診 検診受診日   年   月   日 

    受診医療機関名 

 

※ この様式は複写式であり、１枚目（自立支援施設の事務処理欄があるもの）は自立支援施設

に送付します。 

 
 
 

 
（自立支援施設送付用） 

決 

裁 

欄 

施設長 主 任 担 当 



第３号様式（第３条第５項） 
年  月  日 

ホ ー ム レ ス 自 立 支 援 施 設 

入 所 依 頼 書 
 

横浜市ホームレス自立支援施設 指定管理者 

横浜市     福祉保健センター長 

 

 当センターでの審査の結果、次のものを支援対象者として認定しましたので、ホームレ

ス自立支援施設運営要綱第３条第７項に基づき、自立支援施設への入所を依頼します。 

ふ り が な 

対象者氏名 
（男・女）

生年月日
年   月  日 

（   歳）

利用年月日 年  月  日 担 当  

退所予定日 年  月  日 入所歴          回 

前回退所年月日   年   月   日 
相談場所(街頭相談等の場合に記入。) 

 

 

 

前回退所理由(就労退所・満期退所等) 

 

相談内容・現在の生活の状況等 

 

 

 

健康状態・留意すべき病歴 

 

 

ホームレス状態の期間（ 3 日以内 7 日以内 1 か月以内 6 か月以内 7 か月以上 ） 

 

最終就労歴（期間・退職日・職種等） 

 

 

本人の希望、目標等 

 

 

福祉保健センターの処遇方針 

 

 

備考（保護歴、結核検診等） 

・保護歴   年   月～   年   月 

・結核検診 検診受診日   年   月   日 

    受診医療機関名 

 

※ この様式は複写式であり、１枚目（自立支援施設の事務処理欄があるもの）は自立支援施設

に送付します。 

 
 
 
 

（福祉保健センター控） 

決 

裁 

欄 

課 長 係 長 担 当 



第４号様式（第４条第１項） 
 

利 用 許 可 申 請 書 
 

 年  月  日 
 
（申請先） 
横浜市ホームレス自立支援施設 指定管理者 
 

申請者氏名           
 

横浜市ホームレス自立支援施設はまかぜを利用したいので、次のとおり申請します。 

  

氏 名 
 

生年月日        年    月    日 （    ）歳 

利 
 

用 
 
者 

緊急連絡先 
氏名                  電話番号 

 

住所                      

利用の目的(なるべく詳しく書いてください。) 
 
 
 
 
 



第５号様式(第６条第 1 項) 
 

利 用 許 可 通 知 書 
 

第       号 
年  月  日 

 
           様 
 

横浜市ホームレス自立支援施設 指定管理者  
 
 
 横浜市ホームレス自立支援施設はまかぜの利用については、次のとおり許可

します。 
 

利用期間 年   月   日 から   年   月   日まで 

許可条件等  

 
 
 この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して 60
日以内に、横浜市長に対し異議申し立て又は審査請求をすることができます。 
 
 
※ この様式は複写式であり、１枚目（事務処理欄のないもの）を申請者に発行します。 

 
 
 
 
 
 



第５号様式(第６条第 1 項) 
 

利 用 許 可 通 知 書 
 

第       号 
年  月  日 

 
           様 
 

横浜市ホームレス自立支援施設 指定管理者  
 
 
 横浜市ホームレス自立支援施設はまかぜの利用については、次のとおり許可

します。 
 

利用期間 年   月   日 から   年   月   日まで 

許可条件等  

 
 
 この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して 60
日以内に、横浜市長に対し異議申し立て又は審査請求をすることができます。 
 
 
※ この様式は３枚複写式であり、１枚目（事務処理欄のないもの）を申請者に、２枚目（福祉

保健センター事務処理欄があるもの）を発行します。 
 

 
 

 
（福祉保健センター送付用） 

決 

裁 

欄 

課 長 係 長 担 当 



第５号様式(第６条第 1 項) 
 

利 用 許 可 通 知 書 
 

第       号 
年  月  日 

 
           様 
 

横浜市ホームレス自立支援施設 指定管理者  
 
 
 横浜市ホームレス自立支援施設はまかぜの利用については、次のとおり許可

します。 
 

利用期間 年   月   日 から   年   月   日まで 

許可条件等  

 
 
 この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して 60
日以内に、横浜市長に対し異議申し立て又は審査請求をすることができます。 
 
 
※ この様式は３枚複写式であり、１枚目（事務処理欄のないもの）を申請者に、２枚目（福祉

保健センター事務処理欄があるもの）を発行します。 

 
 
 
 

（自立支援センター控） 

決 

裁 

欄 

施 設 長 主 任 担 当 



第６号様式(第７条第１項) 
 

利 用 不 許 可 通 知 書 
 

第      号 
年  月  日   

 
 
氏名          様 
 
 

横浜市ホームレス自立支援施設 指定管理者 
 
 

  年  月  日に申請のありました横浜市ホームレス自立支援施設

はまかぜの利用については、横浜市ホームレス自立支援施設条例第５条第３

項に基づき不許可とします。 
 

不許可の理由 
 
 
 
 
 
 
 この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算し

て 60 日以内に、横浜市長に対し異議申し立て又は審査請求をすることができます。 
 
 
 
 ※ この様式は３枚複写式であり、１枚目（事務処理欄のないもの）を申請者に、２枚

目（福祉保健センター事務処理欄のあるもの）を福祉保健センターに発行します。 

             
 
 
 
 
 



第６号様式(第７条第１項) 
 

利 用 不 許 可 通 知 書 
 

第      号 
年  月  日   

 
 
氏名          様 
 
 

横浜市ホームレス自立支援施設 指定管理者 
 
 

  年  月  日に申請のありました横浜市ホームレス自立支援施設

はまかぜの利用については、横浜市ホームレス自立支援施設条例第５条第３

項に基づき不許可とします。 
 

不許可の理由 
 
 
 
 
 
 この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算し

て 60 日以内に、横浜市長に対し異議申し立て又は審査請求をすることができます。 
 
 
 
 ※ この様式は３枚複写式であり、１枚目（事務処理欄のないもの）を申請者に、２枚

目（福祉保健センター事務処理欄のあるもの）を福祉保健センターに発行します。 

                                         

 
 
 
 

（福祉保健センター送付用） 
 

決 

裁 

欄 

課 長 係 長 担 当 



第６号様式(第７条第１項) 
 

利 用 不 許 可 通 知 書 
 

第      号 
年  月  日   

 
 
氏名          様 
 
 

横浜市ホームレス自立支援施設 指定管理者 
 
 

  年  月  日に申請のありました横浜市ホームレス自立支援施設

はまかぜの利用については、横浜市ホームレス自立支援施設条例第５条第３

項に基づき不許可とします。 
 

不許可の理由 
 
 
 
 
 
 この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算し

て 60 日以内に、横浜市長に対し異議申し立て又は審査請求をすることができます。 
 
 
 
 ※ この様式は３枚複写式であり、１枚目（事務処理欄のないもの）を申請者に、２枚

目（福祉保健センターの事務処理欄のあるもの）を福祉保健センターに発行します。 

                                         

 
 
 
 

（自立支援施設控） 
 

決 

裁 

欄 

施 設 長 主 任 担 当 



第７号様式（第８条第１項） 
 

利 用 許 可    通 知 書 
 

第      号 
年  月  日   

 
     
氏名          様 
     
 

横浜市ホームレス自立支援施設 指定管理者 
 

 
横浜市ホームレス自立支援施設はまかぜの利用許可については、横浜市ホ 

 
ームレス自立支援施設条例第６条第１項に基づき 

 
許 可 取 消 

  許可条件変更 
 
 
 
 
 
 この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算し

て 60 日以内に、横浜市長に対し異議申し立て又は審査請求をすることができます。 
 
 
 
※ この様式は複写式であり、１枚目（事務処理欄のないもの）を利用者に、２枚目（福

祉保健センター事務処理欄のあるもの）を福祉保健センターに発行します。 
 
 
 
 
 
 

の理由 

取り消します。 
許可条件を変更します。

取消 

変更



第７号様式（第８条第１項） 
 

利 用 許 可    通 知 書 
 

第      号 
年  月  日   

 
     
氏名          様 
     
 

横浜市ホームレス自立支援施設 指定管理者 
 

 
横浜市ホームレス自立支援施設はまかぜの利用許可については、横浜市ホ 

 
ームレス自立支援施設条例第６条第１項に基づき 

 
許 可 取 消 

  許可条件変更 
 
 
 
 
 
 この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算し

て 60 日以内に、横浜市長に対し異議申し立て又は審査請求をすることができます。 
 
 
  
※ この様式は複写式であり、１枚目（事務処理欄のないもの）を利用者に、２枚目（福

祉保健センター事務処理欄があるもの）を福祉保健センターに発行します。 
 
 
 
 

 
（福祉保健センター送付用） 

決 

裁 

欄

課 長 係 長 担 当 

の理由 

取り消します。 
許可条件を変更します。

取消 

変更



第７号様式（第８条第１項） 
 

利 用 許 可    通 知 書 
 

第      号 
年  月  日   

 
     
氏名          様 
     
 

横浜市ホームレス自立支援施設 指定管理者 
 

 
横浜市ホームレス自立支援施設はまかぜの利用許可については、横浜市ホ 

 
ームレス自立支援施設条例第６条第１項に基づき 

 
許 可 取 消 

  許可条件変更 
 
 
 
 
 
 この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算し

て 60 日以内に、横浜市長に対し異議申し立て又は審査請求をすることができます。 
 
 
  
※ この様式は複写式であり、１枚目（事務処理欄のないもの）を利用者に、２枚目（福

祉保健センター事務処理欄のあるもの）を福祉保健センターに発行します。 
 
 
 
 

 
（自立支援施設控） 

決 

裁 

欄

施 設 長 主 任 担 当 

の理由 

取り消します。 
許可条件を変更します。

取消 

変更
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